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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公表番号】特表2008-503179(P2008-503179A)
【公表日】平成20年1月31日(2008.1.31)
【年通号数】公開・登録公報2008-004
【出願番号】特願2007-527231(P2007-527231)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｐ   1/397    (2006.01)
   Ｈ０１Ｐ   5/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｐ   1/397   　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月11日(2008.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の結合器（10）と、
　平面を規定している第１及び第２の伝送ライン（8、9）によって前記第１の結合器と結
合されている第２の結合器（20）と、
　第１の伝送ライン（8）を横切って形成され、前記平面と実質的に平行であり、その平
面内にある第１の磁界（28）と、
　第２の伝送ライン（9）を横切って形成され、前記平面と実質的に平行であり、その平
面内にある第２の磁界（29）とを具備しているサーキュレータ（5）。
【請求項２】
　第１の磁界（28）は、実質的に第１の伝送ライン（8）と直交し、第２の磁界（29）は
、実質的に第２の伝送ライン（9）と直交している請求項１記載のサーキュレータ（5）。
【請求項３】
　第１及び第２の結合器（10、20）はランゲ結合器である請求項１記載のサーキュレータ
（5）。
【請求項４】
　第１及び第２の結合器（10、20）は基板の表面上に形成されている請求項１記載のサー
キュレータ（5）。
【請求項５】
　誘電体基板（7）と、
　基板（7）上に形成され、第１の入力ポート（11）と、第１の出力ポート（12）と、第
１及び第２の結合されたポート（13、14）とを有する第１のインターデジタルの４ポート
マイクロストリップ結合器（10）と、
　基板（7）上に形成され、第２の入力ポート（21）と、第２の出力ポート（22）と、第
３及び第４の結合されたポート（24、23）とを有する第２のインターデジタルの４ポート
マイクロストリップ結合器（20）と、
　第１の結合されたポート（13）と第３の結合されたポート（24）との間に接続されたフ
ェライトで負荷された第１の伝送ライン（8）と、
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　第２の結合されたポート（14）と第４の結合されたポート（23）との間に接続されたフ
ェライトで負荷された第２の伝送ライン（9）と、
　基板（7）に取付けられた第１及び第２の磁石（18、19）とを具備し、
　前記第１の磁石（18）は第１の伝送ライン（8）と交差している第１の磁界（28）を形
成し、それは実質的に基板（7）と平行であり、第２の磁石（19）は第２の伝送ライン（9
）と交差して第１の磁界の極性と反対の極性である第２の磁界（29）を形成し、それは実
質的に基板（7）と平行である低プロファイル構造を有するサーキュレータ（5）。
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